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平成２３年（２０１１年）３月１１日の午後２時４６分、三陸沖を震源とするマグニチュ

ード９、最大震度７の地震が発生しました。奈良県でも揺れを感じ、慌ててテレビのスィッ

チを入れると、押し寄せる津波の映像が映し出され恐怖を覚えました。東日本大震災の発生

から１４年となりました。昨年、元旦の能登半島地震も記憶に新しいところですが、会員の

皆様のマンションでも防災対策をしっかり講じておられていますでしょうか？ 
 

 

今年１月１１日に大和郡山市で開催しました「令和６年度奈良県マンション管理基礎セミ

ナー」の第二部でお話ししました講演の概要をご紹介します。当会のホームページで全文を

ご覧いただけます。 

 

 
 

一つ目の老いは、マンションに暮らす住民の高齢化です。３０代でマンションを購入され

た方も、マンションが築４０年を迎える頃には７０代になります。築年数に応じて住民の高

齢化が進むと、管理組合の役員のなり手不足などの問題が起こり、管理組合の運営に支障を

きたすことになります。  

 二つ目の老いは、マンションの建物や設備の老朽化です。鉄筋コンクリート造りの建物も

塩害や中性化などにより年々劣化が進みます。マンションの電気設備、給排水設備、消防設

備、エレベーター、機械式駐車設備などの設備には耐用年数があり、定期的に設備の交換が

必要になります。 

 

 
 

 国土交通省が行う「マンション総合調査」の令和５年度の調査結果が同省のホームページ

で公表されています。住民の高齢化に関する調査結果は以下のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の調査結果でマンションを終の棲家にしたいという「永住意識」の変化で前回の調査 

 

「マンションの二つの老い」にどう向き合えば良いのか 

～住民の高齢化と建物の老朽化～ 

「マンションの二つの老い」とは 

 

 

一つ目の老い「住民の高齢化」 

 

 
国土交通省 令和５年度マンション総合調査（令和６年６月発表） 

１．マンション居住の状況 

（１）世帯主の年齢〔区１〕  

 平成 30年度と令和 5年度を比較すると、70歳以上の割合が増加する一方、40歳代以下の割合が

減少している。平成 15年度から令和 5年度の変化をみると、60歳代、70歳以上の割合が増加、50

歳代以下の割合が減少しており、居住者の高齢化の進展が伺われる。 

（５）現在の永住意識〔区５②〕  

 平成 30 年度と令和 5 年度を比較すると、マンション居住者の永住意識は減少しており、令和 5 年

度は 60.4％の区分所有者が「永住するつもりである」としている。（平成 30年度 62.8％） 
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より「永住するつもり」と答えた居住者が減少しています。その背景には、高齢化による

入院や介護施設への入所などがあると考えられます。 

 
 

 

分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有法にもとづいて、区分所有者全員で構

成された団体（管理組合）を設立することが定められています。管理組合の役割と目的は、

建物の共用部分や敷地を維持管理することで、区分所有法第３条に「区分所有者は、全員で、

建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるとこ

ろにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定されています。

 また、国土交通省の標準管理規約では、第３０条に組合員の資格として「組合員の資格は、

区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。」と規定されて

います。区分所有者は、年齢に関係なく組合員としての資格が継続します。 区分所有者であ

る限り組合員として管理組合の運営に携わる責任があります。 

  区分所有法や管理規約の定めにより、区分所有者（組合員）はマンションの住戸を区分所

有する限り、管理組合の一員として共用部の維持管理を行う義務があります。 

 

 
 

住民の高齢化が進むと、『歳だから役員就任は免除してほしい』、『身体の調子が良くないの

で役員は勘弁してほしい』という声が多く聞かれるのではないでしょうか。 

 組合員には定年がないと言っても、持病があったり、身体に支障のある方に役員就任をお

願いすることには無理があります。 

 県内の管理組合の皆さんからお聞きした高齢化対策として取り組んでおられる例として、

役員報酬制の導入、「事務局制」の導入、「住民活動協力金」の徴収などが有効と思います。 

 

 
 

組合員（区分所有者）の高齢化による「役員のなり手不足」の問題解消につながる方法と

して、最近、注目されているのが、管理組合の運営における外部専門家の活用です。 

 これは、管理組合の運営を第三者である管理会社やマンション管理士などの専門家に一部

または全部を委託する「第三者管理方式」と呼ばれるもので次の三つの形態があります。 

 （１）第三者が理事会の一員となり運営を行う方式 

（理事・監事外部専門家型、理事長外部専門家型） 

 （２）第三者運営で理事会が監視を行う方式      （外部管理者・理事会監視型） 

 （３）第三者運営で理事会はなく総会が監視を行う方式 （外部管理者・総会監督型） 

〈参考〉国土交通省「マンションにおける外部管理者方式に関するガイドライン」令和６年６月７日改訂 

当会では管理組合の自主性・自律性を担保するため（１）の「理事・監事外部専門家型」

を推奨します。さらに理事ではなく監事に選任する方法を採用されることをお薦めします。 

 

区分所有者の責務 

 

 

高齢化により生じる組合活動の支障とその対策 

 

 

外部専門家の活用「第三者管理方式」 

 



  

 
 

令和２年（２０２０年）に当会が奈良県と連携して行った「奈良県分譲マンション管理の

実態調査」で県内のマンション７２６棟に調査票を発送しました。 

 ７２６棟の内、築３０年以上のマンションは２１１棟で全体の２９．０％という結果でし

た。調査から５年が経過し、現在、築３０年以上のマンションは３４６棟（４７．６％）で、

その内、築４０年以上のマンションは１０３棟（１４．１％）という状況になっています。 

 １０年後の令和１７年（２０３５年）には、全体の４７．６％のマンションが築４０年以上 

になります。このように高経年マンションは年々増加していきます。 

 また、マンションの設備も高経年化に伴い耐用年数に応じて更新が必要になります。 

 築２０年を超える頃から高額な費用を要する設備の更新時期を迎えます。 

 

左の表は、国土交通省が令和３年９月に改訂

した「長期修繕計画標準様式・作成ガイドラ

イン」に示されているマンションの設備の耐

用年数についての資料で、管理会社や設計事

務所が長期修繕計画を作成する時に参考にし

ています。設備の耐用年数はマンションごと

に設置条件や機器の性能により差があります。   
 

 

 

■長寿命化の改修工事にはどのくらいかかる？ 

  マンションを終の棲家にして、平穏に次の世代にバトンタッチするためには、少なくて

も５０年間はマンションを良好な状態で維持しなければなりません。 

  マンションの長寿命化の目標が１００年とすると、その改修費用は一般的な大規模修繕

工事の３～４倍の費用が必要と言われます。長寿命化工事は、コンクリート躯体の耐久性

向上、給排水管更新、耐震性や防火・避難等の安全性確保に加え、玄関ドアやサッシなど

の断熱性アップ、通信インフラ更新などが対象となります。 

県内の多くのマンションで機械式駐車設備の維持に高額な費用を要し、資金計画に頭を痛

めています。これだけの改修工事の資金を準備するには、標準的な修繕積立金を設定して、

堅実な資金計画を立てている管理組合でも１５年～２０年を要します。 

■「１００年マンション」か「解体」か、マンションの方針を決断  

３回目の大規模修繕工事を終える築４０年前後までに管理組合は次の二つの選択肢を真

剣に議論し、組合員の総意として決断しなければなりません。  

  １．建物の利用期間を１００年以上にすることを目指す 

  ２．建物の利用期間を６０～７０年程度と割り切る  

 １を選択する管理組合は、今から長寿命化改修工事の資金計画が必要となります。 

マンションの長寿命化改修の実現により、快適性や安全性が向上し若年層が住まいとして

選んでくれるようになれば、管理組合の運営も活性化します。  

 ２を選択する場合は、期限が来れば区分所有を解消し土地を売却し、売却益を分配するこ

とになります。今から更地に戻す費用を長期修繕計画に組み込んでおく必要があります。 
  引用：  「１００年マンション」長嶋修氏著 日本経済新聞社発行 

 区分所有法（法務省所管）・マンション管理適正化法（国土交通省所管）・マンション建替

え円滑化法（同）・被災マンション法（法務省所管）等の改正法案が３月４日、閣議決定され

２５年通常国会に提出されました。「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等

二つ目の老い「建物・設備の老朽化」 

 

 

 

マンションの長寿命化 

 

 

マンション関連法の改正 区分所有法・適正化法など 

 



を図るための建物の区分所有に関する法律等の一部を改正する法律案」として一括で

閣議決定されました。 

 区分所有法改正案は、所在不明の区分所有者を決議母数から除外する制度、建替え

決議要件の緩和（耐震性不足など一定要件に該当すれば現行の「５分の４」から「４

分の３」に引下げ）、新たな再生策として「一棟リノベーション」、「建物敷地売

却」、「取り壊し」が追加され、建替えと同じ「５分の４」の賛成で実行可能に。 

 円滑化法改正案は、区分所有法改正で実現可能になる一棟リノベーション等の詳細

な事業手法などを定め「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改称されます。 

マンション管理適正化法改正案には、管理組合に代わり管理会社がマンション管理

の主体になる「外部管理者方式」を導入する場合の規制、管理組合の運営支援やマン

ション管理適正化推進計画の周知などを行う民間法人の「マンション管理適正化支援

法人」制度が創設されます。自治体の権限を強化し、助言・指導・勧告に伴う管理者

への報告徴収・立入り検査が可能となります。 

 区分所有法改正案は、昨年の通常国会提出を目指していましたが、審議日程の確保

が難しいとして、直前で提出が見送られました。施行は公布後２年以内としていまし

たが、老朽化マンション問題は喫緊の課題で来年４月１日の施行を目指しています。 

 
 
 
 

①エレベーター更新工事について 
奈良市内マンション ３７戸 築２４年 管理組合理事長 

②機械式駐車場の改修工事後の不具合について 
奈良市内マンション ７９戸 築３１年 管理組合理事長 

③漏水事故の補償について 
奈良市内マンション ９０戸 築２２年 区分所有者 

④２回目の大規模修繕の実施時期について 

奈良市内マンション  ２６戸 築２１年 管理組合理事長 

⑤管理会社提出の大規模修繕工事費の見積りについて 
橿原市内マンション ２４戸 築２０年 管理組合理事長 

⑥第三者管理を行う場合の規約改正・細則について 
大和郡山市内マンション １１８戸 築３３年 管理組合理事 

⑦排水管内視鏡調査の費用について 
奈良市内マンション ６７戸 築２９年 管理組合理事長 

⑧修繕積立金の増額について 
大和高田市内マンション ６２戸 築２８年 管理組合理事長 

他に長期滞納の解消、匂いのトラブル、自主管理の限界、居住者名簿作成などの相談がありました。 

マンション管理に関するご相談は、ご遠慮なく下記までお申込みください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

分譲マンションの管理組合運営に関するあらゆる問題の無料相談受付中 

毎週月・水・金曜日（祝日を除く）午前１０時～午後４時 

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人  奈 良 県 マ ン シ ョ ン 管 理 組 合 連 合 会 
電話：０７４２ -２６-０３３５ ＦＡＸ：０７４２-２６-０３３５ 

Ｅ-mail：narakenkanren8@gamma.ocn.ne.jp（24時間受付） 

ホームページ      検索 

マンション管理の無料相談会 

＊お申込みは、奈良県 住宅課 ☎０７４２-２７-７５４４ まで 

 

奈良県管連 

奈良県「マンション管理の無料相談」事例 
2024年 4月～2025年 3月受付 23件の概要（抜粋） 

 

連合会の WEB情報を 

ご覧いただけます！ 
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